
令和４年度静岡県依存症対策連絡協議会、アルコール健康障害対策連絡協議会

合同連絡協議会

次 第

日時：令和４年 11 月 24 日（木）午後３時から４時 30 分まで

場所：静岡県男女共同参画センター「あざれあ」501 会議室

１ 開 会

２ 挨 拶

３ 議 事

（１）令和４年度依存症対策総合支援事業について

（２）静岡県アルコール健康障害対策推進計画の評価について

（３）静岡県アルコール健康障害対策推進計画の活動指標について

４ 報 告

（１）依存症専門医療機関、依存症治療拠点機関の選定について

（２）「飲酒ガイドライン」について

（３）静岡県ギャンブル等依存症対策推進計画（第２期）について

（４）静岡県依存症フォーラムについて

５ 閉 会

【資料】

資料１ 令和４年度依存症対策総合支援事業について

資料２ 静岡県アルコール健康障害対策推進計画の計画期間延長

資料３ 静岡県アルコール健康障害対策推進計画（H30～R3 年度）評価シート

資料４ 静岡県アルコール健康障害対策対策推進計画の活動指標

別添１ 静岡県アルコール健康障害対策推進計画 指標 対応表

別添２ 静岡県アルコール健康障害対策推進計画 指標の説明、設定根拠

参考資料１ 静岡県アルコール健康障害対策推進計画の取組状況

参考資料２ 依存症専門医療機関、依存症治療拠点機関の選定

参考資料３ 飲酒ガイドライン

参考資料４ 静岡県ギャンブル等依存症対策推進計画（第２期）の策定

参考資料５ 静岡県依存症フォーラムの開催
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令和４年度静岡県依存症対策連絡協議会、アルコール健康障害対策連絡協議会

合同連絡協議会 出席者名簿

１．依存症対策連絡協議会委員

２．アルコール健康障害対策連絡協議会

所 属 役 職 氏 名

一般社団法人静岡県医師会 理 事 荻野 和功

聖明病院 院 長 古川 愛造

服部病院 院 長 山名 純一

静岡県立こころの医療センター 院 長 村上 直人

静岡県精神神経科診療所協会 院 長 近藤 直樹（欠席）

一般社団法人静岡県精神保健福祉士協会 会 長 菅原 小夜子（欠席）

公益社団法人静岡県断酒会 理 事 長 小泉 登資

スルガダルク 施 設 長 白鳥 裕也

静岡ダルク 代 表 藤村 現

浜松ダルク 施 設 長 泉谷 雅

ＧＡ静岡グループ 代 表 塚本 寿高

静岡県教育委員会健康体育課 課長代理 櫻井 澄人（代理）

静岡福祉大学 名誉教授 山城 厚生

静岡福祉大学社会福祉学部 教 授 長坂 和則

静岡保護観察所 所 長 石川 祐介

静岡県保健所長会 西部保健所長 木村 雅芳（欠席）

静岡県精神保福祉センター 所 長 内田 勝久

静岡市こころの健康福祉センター 所 長 大久保 聡子

浜松市精神保健福祉センター 副 所 長 鈴木 多美（代理）

所 属 役 職 氏 名

一般社団法人静岡県医師会 理 事 荻野 和功

服部病院 院 長 山名 純一

一般社団法人静岡県精神保健福祉士協会 理 事 中村 倫也（欠席）

公益社団法人静岡県断酒会 理 事 長 小泉 登資

静岡県小売酒販組合連合会 会 長 伊藤 義晴（欠席）

静岡福祉大学 名誉教授 山城 厚生

静岡県教育委員会健康体育課 課長代理 櫻井 澄人（代理）

静岡保護観察所 所 長 石川 祐介

静岡県保健所長会 西部保健所長 木村 雅芳（欠席）
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３．事務局

４．陪席者

所 属 役 職 氏 名

静岡県健康福祉部障害者支援局

局 長 森岡 克明

精神保健福祉室長 大石 晴康

精神保健福祉班長 塚本 真行

精神保健福祉班 主任 袴田 彬央

所 属 役 職 氏 名

静岡県断酒会 副理事長 藤村 和之

静岡市保健所精神保健福祉課 企画係長 板倉 庸明

浜松市障害保健福祉課 主 任 稲見 亮介

静岡県くらし環境部くらし交通安全課 交通安全班長 瀬尾 知繁

静岡県健康福祉部健康増進課 専門主査 日置 朝子

静岡県警察本部生活保安課 許認可課長補佐 宮田 頌平

静岡県警察本部運転免許課 試験・教習所課長補佐 佐野 安彦

静岡県精神保健福祉センター 精神保健福祉班長 藤田 登志美



荻野委員 塚本委員

古川委員

山名委員 長坂委員

村上委員 石川委員

小泉委員 内田委員

藤村委員

泉谷委員
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櫻井委員
（代理）

白鳥委員 大久保委員

鈴木委員
（代理）

事務局

令和４年度静岡県依存症対策連絡協議会・アルコール健康障害対策連絡協議会
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静岡県依存症対策連絡協議会設置要綱

（目的）

第１条 静岡県における依存症者の支援に関することについて協議・検討する

ため、静岡県依存症対策連絡協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

（所管事項）

第２条 協議会においては、次の事項に関し、協議・検討を行う。

（１）依存症対策に関すること。

（２）その他依存症対策を推進するために必要な事項に関すること。

（組織及び役員）

第３条 協議会は、別表に掲げる者をもって組織する。

２ 協議会に会長をおき、会長は、委員の互選によって定める。

３ 協議会の議長は、会長が行う。

４ 協議会の副会長は、会長が指名する。

５ 議題の内容によっては委員を追加することができる。

６ 県の関連行政機関は必要に応じて協議会に出席する。

７ 協議会には部会を置くことができる。

（任期）

第４条 委員の任期は３年とする。ただし、再任を妨げない。

２ 任期途中の委員の欠員による補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（庶務）

第５条 協議会の庶務は、健康福祉部障害者支援局障害福祉課が行う。

（その他）

第６条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、

会長が定める。

附 則

この要綱は、平成 30 年 10 月 19 日から施行する。

附 則

この要綱は、令和２年 12 月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和３年 10 月 28 日から施行する。
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（別表）

静岡県依存症対策連絡協議会

委員

分 野 所 属

医 療 一般社団法人静岡県医師会

医 療 聖明病院院長

医 療 服部病院院長

医 療 静岡県立こころの医療センター院長

医 療 静岡県精神神経科診療所協会

福 祉 静岡県精神保健福祉士協会

自 助 公益財団法人静岡県断酒会

自 助 スルガダルク

自 助 静岡ダルク

自 助 浜松ダルク

自 助 ＧＡ静岡グループ

教 育 静岡県教育委員会健康体育課長

学 識 静岡福祉大学 名誉教授 山城 厚生

学 識 静岡福祉大学社会福祉学部 教授 長坂 和則

法 務 静岡保護観察所長

行 政 静岡県保健所長会

行 政 静岡県精神保福祉センター長

行 政 静岡市こころの健康センター長

行 政 浜松市精神保健福祉センター長
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静岡県依存症対策連絡協議会 委員名簿

所 属 役 職 氏 名

一般社団法人静岡県医師会 理 事 荻野 和功

聖明病院 院 長 古川 愛造

服部病院 院 長 山名 純一

静岡県立こころの医療センター 院 長 村上 直人

静岡県精神神経科診療所協会 院 長 近藤 直樹

一般社団法人静岡県精神保健福祉士協会 会 長 菅原 小夜子

公益社団法人静岡県断酒会 理 事 長 小泉 登資

スルガダルク 施 設 長 白鳥 裕也

静岡ダルク 代 表 藤村 現

浜松ダルク 施 設 長 泉谷 雅

ＧＡ静岡グループ 代 表 塚本 寿高

静岡県教育委員会健康体育課 課 長 近藤 浩通

静岡福祉大学 名誉教授 山城 厚生

静岡福祉大学社会福祉学部 教 授 長坂 和則

静岡保護観察所 所 長 石川 祐介

静岡県保健所長会 西部保健所長 木村 雅芳

静岡県精神保福祉センター 所 長 内田 勝久

静岡市こころの健康センター 所 長 大久保 聡子

浜松市精神保健福祉センター 所 長 二宮 貴至



静岡県アルコール健康障害対策連絡協議会設置要綱

（目的）

第１条 アルコール健康障害対策基本法（平成 26 年６月１日施行）及びアルコ

ール健康障害対策推進基本計画（平成 28 年５月 31 日閣議決定）を受け、ア

ルコール健康障害対策を総合的に推進することを目的として、静岡県アルコ

ール健康障害対策連絡協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 協議会は次に掲げる事項を所掌する。

（１）県のアルコール健康障害対策に係る計画の策定に関すること。

（２）（１）の計画の進捗状況の評価に関すること。

（３）その他アルコール健康障害対策を推進するために必要な事項に関するこ

と。

（組織及び役員）

第３条 協議会は、アルコール健康障害に関連する団体の推薦を受けた者及び

学識経験者からなる委員で組織する。

２ 協議会に会長をおき、会長は、委員の互選によって定める。

３ 協議会の議長は、会長が行う。

４ 協議会の副会長は、会長が指名する。

５ 議題の内容によっては委員を追加することができる。

６ 県の関連行政機関は必要に応じて協議会に出席する。

７ 協議会は、静岡県依存症対策連絡協議会のアルコール部会に位置づける。

（任期）

第４条 委員の任期は３年とする。ただし、再任を妨げない。

２ 任期途中の委員の欠員による補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（庶務）

第５条 協議会の庶務は、健康福祉部障害者支援局障害福祉課が行う。

（その他）

第６条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、

会長が定める。

附 則

この要綱は、平成 29 年６月 23 日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 31 年４月１日から施行する。
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静岡県アルコール健康障害対策連絡協議会 委員名簿

事務局 静岡県健康福祉部障害者支援局障害福祉課

区 分 所属・役職 氏 名

医 療 一般社団法人静岡県医師会 理事 荻野 和功

医 療 医療法人社団進正会服部病院 院長 山名 純一

福 祉 静岡県精神保健福祉士協会 理事 中村 倫也

当事者 公益社団法人静岡県断酒会 理事長 小泉 登資

販 売 静岡県小売酒販組合連合会 会長 伊藤 義晴

学 識 静岡福祉大学 名誉教授 山城 厚生

教 育 静岡県教育委員会事務局健康体育課長 近藤 浩通

法 務 静岡保護観察所長 石川 祐介

行 政 西部保健所長 木村 雅芳
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